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一
　
問
題
の
所
在

　
『
論
語
』
学
而
の
次
の
一
章
は
孝
子
の
あ
り
方
と
し
て
、
道
徳
を
重
ん
じ

る
儒
者
の
あ
い
だ
で
尊
重
さ
れ
た（

（
（

。

子
曰
く
、
父
在い
ま

せ
ば
其
の
志
を
観み

、
父
没
す
れ
ば
其
の
行
お
こ
な
いを
観
る
。
三

年
父
の
道
を
改
む
る
こ
と
無
き
は
、
孝
と
謂い

ふ
可
し
。

　

三
年
の
喪
の
間
は
、
喪
に
服
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
父
の
方
法
を
改
め
な

い
で
観
察
す
る
。
そ
の
う
え
で
改
め
る
も
の
は
改
め
、
継
承
発
展
さ
せ
る
も

の
は
継
承
発
展
さ
せ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
教
訓
を
光
圀
は
、
と
く
に

人
事
を
主
眼
と
し
て
実
行
し
た
。「
義
公
行
実
」
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に

伝
え
て
い
る（

（
（

。

九（
寛
文
三
年
（
月
十
五
日
、
家
士
二
十
七
人
の
職
掌
を
定
む
。
威
公
（
父
頼
房
の

諡
号
―
注
吉
田
）
薨
後
、
こ
こ
に
至
り
三
年
な
り
、
公
か
つ
て
曰
く
、

三
年
父
の
道
を
改
む
る
こ
と
な
き
は
、
た
だ
に
孝
子
の
忍
ぶ
あ
た
は
ざ

る
の
み
な
ら
ず
、
三
年
の
久
し
き
に
至
り
て
は
、
賢
否
得
失
、
こ
れ
を

察
し
す
で
に
熟
す
。
黜
陟
更
張
、
以
て
大
過
な
か
る
べ
し
。
大
抵
先
人

老
成
し
て
事
を
あ
ら
た
む
。
後
輩
軽
々
し
く
こ
れ
を
左
右
せ
ん
と
す
。

そ
の
害
た
る
や
は
な
は
だ
し
。

　

右
の
事
実
は
、
光
圀
が
儒
教
道
徳
に
厳
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
伝
え
て

い
る
が
、
同
時
に
一
つ
の
誤
解
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
三
年
の
喪
の
間
、

光
圀
は
人
事
を
は
じ
め
、
積
極
的
に
治
政
に
取
り
組
ま
な
か
っ
た
と
の
理
解

で
あ
る
。

　

野
口
武
彦
は
、「
光
圀
が
本
格
的
に
内
政
整
備
に
着
手
す
る
の
は
、
翌
寛

文
二
年
（
一
六
六
二
）
の
九
月
あ
た
り
か
ら
で
で
も
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
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こ
の
月
に
母
の
弟
の
谷
重
代
を
城
代
家
老
兼
老
中
に
抜
擢
し
た
こ
と
と
、
諸

法
令
二
七
条
な
ど
を
公
布
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
重

視
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た（

（
（

。

光
圀
が
家
士
二
十
七
人
の
職
掌
を
定
め
た
と
き
を
、
わ
れ
わ
れ
は
事
実

上
の
光
圀
政
権
の
出
発
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
大
幅
な
人
事

異
動
は
、
じ
つ
に
水
戸
の
藩
政
府
の
組
閣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

瀬
谷
義
彦
は
、『
桃
源
遺
事
』
の
「
頼
房
卿
御
逝
去
の
後
三
年
の
間
、
頼

房
卿
の
御
仕
置
を
御
用
ひ
、
少
も
御
改
な
ら
れ
ず
候（

（
（

」
を
引
用
し
た
。
そ
し

て
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
九
月
一
五
日
の
人
事
を
重
視
し
て
、
次
の
よ

う
に
結
論
づ
け
た（

（
（

。

権
力
の
座
に
つ
い
た
光
圀
は
、
一
時
の
感
情
で
簡
単
に
人
を
動
か
す
こ

と
を
戒
め
た
。
し
か
し
実
際
こ
の
時
か
ら
「
改
め
る
」
藩
主
と
な
る
の

で
あ
る
。

　

鈴
木
暎
一
は
『
徳
川
光
圀
』
に
お
い
て
、
野
口
と
瀬
谷
の
業
績
を
継
承
し

た
。「
服
喪
中
の
光
圀
」
の
節
で
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
九
月
の
藩
法

の
整
備
な
ど
の
諸
施
策
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、「
た
し
か
に
光
圀
は
、
父
の

死
後
三
年
の
あ
い
だ
、
藩
政
の
基
本
方
針
に
変
更
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は

し
な
か
っ
た
」
と
明
言
し
た
。
そ
し
て
次
の
「
治
道
の
要
諦
」
の
節
で
、
寛

文
三
年
九
月
一
五
日
の
人
事
を
「
重
要
人
事
の
異
動
を
発
令
し
て
い
る
」
と

述
べ
て
、『
水
戸
紀
年
』
の
次
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（
（

。

所
謂
廿
七
人
ハ
、
岡
崎
平
衛
門
・
梶
川
弥
三
郎
寄
合
組
ノ
頭
ニ
シ
テ
老

臣
ニ
列
ス
。
事
務
ヲ
預
リ
聴
ク
、
与
力
五
騎
、
足
軽
廿
人
ヲ
属
セ
ラ
ル
。

谷
小
左
衛
門
・
藤
田
将
監
・
川
澄
勘
解
由
大
番
頭
タ
リ
。
伊
藤
玄
蕃
・

大
森
主
馬
・
穂
坂
八
郎
衛
門
書
院
番
（
頭
脱
─
注
吉
田
（

タ
リ
。
其
外
姓
名
職
掌
今
略
ス
。

　

右
の
見
解
に
対
し
て
私
は
、「
徳
川
光
圀
の
藤
井
紋
太
夫
誅
殺
一
件（

（
（

」
に

お
い
て
、
水
戸
藩
士
の
家
譜
集
で
あ
る
『
水
府
系
纂（

（
（

』
に
よ
っ
て
、
光
圀
時

代
の
水
戸
藩
の
重
臣
、
家
老
・
大
老
・
老
中
・
奉
行
を
詳
細
に
分
析
し
て
、

老
中
三
人
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
八
月
に
、
奉
行
三
人
は
同
二
年
五
月

と
九
月
に
新
任
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

そ
れ
で
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
九
月
一
五
日
の
人
事
は
い
か
な
る
意

義
を
も
つ
の
か
。
私
は
右
の
『
水
戸
紀
年
』
に
記
述
か
ら
、
み
な
番
方
で
あ

り
、
と
く
に
最
初
の
五
人
、
岡
崎
・
梶
川
・
谷
・
藤
田
・
川
澄
は
老
中
で
あ

る
こ
と
に
着
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た（

（
（

。

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
八
人
の
う
ち
は
じ
め
の
五
人
は
、
表
3
（
光
圀
時

代
老
中
表
）の
最
初
の
五
人
で
あ
る
。た
し
か
に
寛
文
三
年（
一
六
六
三
）

九
月
一
五
日
に
そ
の
職
に
就
い
て
い
る
。（
た
だ
し
、
谷
の
職
は
違
っ

て
い
る
）。
光
圀
は
彼
ら
が
老
中
で
あ
る
よ
り
も
、
寄
合
頭
・
大
番
頭

の
役
職
に
就
く
ほ
う
が
大
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
光
圀
は
武
士
の
職
分
は
役
方
＝
政
治
で
は
な
く
、
番
方
＝
軍

事
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
当
時

の
水
戸
藩
の
老
中
は
大
番
頭
か
書
院
番
頭
を
兼
務
し
て
い
た
。
こ
の
傾
向
を

光
圀
は
強
化
し
た
。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
一
二
月
二
八
日
に
馬
廻
組
を

新
設
し
た
と
き
、
六
人
の
用
人
の
う
ち
三
人
に
馬
廻
頭
を
兼
務
さ
せ
た
。
寛

文
七
年
三
月
一
一
日
、
そ
の
三
人
、
内
藤
政
康
・
赤
林
重
政
・
興
津
重
長
が

奉
行
に
昇
進
し
て
か
ら
も
、
三
人
は
馬
廻
頭
を
兼
務
し
た
。

　

役
方
軽
視
の
光
圀
の
方
針
は
、
藩
政
の
運
営
に
障
害
に
な
っ
た
に
違
い
な

い
。そ
の
う
え
、寛
文
八
年
以
降
、次
第
に
水
戸
藩
政
は
破
綻
へ
と
向
か
っ
た
。

光
圀
は
役
方
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
元
禄
に
な
る
と
、
老

中
と
奉
行
は
番
方
を
兼
務
し
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
光
圀
死
後
の
元
禄
一
五

年
（
一
七
〇
二
）
に
老
中
に
な
っ
た
武
藤
貞
広
は
、
大
番
頭
上
座
の
格
式
を

え
る
の
で
あ
る
。

　

番
方
重
視
の
考
え
か
ら
藩
政
を
運
営
し
て
い
く
な
か
で
、
光
圀
は
役
方
を

重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
私
の
見
解
は
今
で
も
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
当
時
の
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『
水
府
系
纂
』
の
分
析
は
、
役
方
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
番
方
に
及
ん
で
い
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
二
七
人
の
う
ち
一
九
人
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ま

た
奉
行
以
上
の
役
職
の
分
析
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
、
初
期
の
光
圀
の
政
治
姿

勢
を
全
体
的
に
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
、
光
圀
が

襲
封
し
た
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
八
月
十
九
日
か
ら
、
同
三
年
九
月
一
四

日
ま
で
の
人
事
を
『
水
府
系
纂（
（1
（

』
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の

課
題
に
取
り
組
も
う
と
思
う
。
そ
れ
は
右
の
私
の
見
解
の
修
正
を
迫
る
も
の

で
も
あ
る
。

二
　
役
方
の
人
事

　

水
戸
藩
士
の
格
付
は
、
布
衣
以
上
・
物
頭
以
上
・
素
袍
以
上
・
御
規
式
以

上
・
召
出
以
上
の
五
段
階
に
大
き
く
分
か
れ
、
そ
の
な
か
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の

役
職
に
は
序
列
が
つ
け
ら
れ
て
い
た（
（（
（

。
本
節
で
は
役
方
の
主
な
役
職
の
こ
の

間
の
任
免
を
、
格
式
の
順
に
記
述
し
て
い
く
。

　

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
八
月
一
九
日
の
時
点
で
家
老
は
山
野
辺
義
忠

七
四
歳
・
中
山
信
治
二
四
歳
・
雑
賀
重
次
六
四
歳
・
太
田
資
正
四
〇
歳
・
松

平
康
兼
三
七
歳
・
山
野
辺
義
堅
四
七
歳
・
酒
井
忠
治
三
三
歳
・
松
平
重
孝

一
二
歳
の
八
人
が
い
た
が
、
こ
の
う
ち
山
野
辺
義
忠
が
三
年
九
月
に
致
仕
し

た
。
日
付
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。
山
野
辺
家
は
一
万
石
の
国
家
老
で
、
義
堅

は
そ
の
跡
取
と
し
て
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
以
来
、
家
老
に
就
任
し
て
い

た
。
な
お
水
戸
藩
の
家
老
は
藩
政
の
指
導
・
監
督
は
す
る
が
、
直
接
日
常
的

に
藩
政
の
運
営
に
は
た
ず
さ
わ
ら
な
い
で
、
幕
府
向
の
仕
事
を
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　

家
老
に
次
ぐ
役
方
の
重
職
で
、
事
実
上
、
藩
政
府
の
中
心
で
あ
っ
た
大
老

は
元
年
八
月
一
九
日
に
は
、
以
前
か
ら
の
白
井
伊
信
五
八
歳
と
田
代
吉
音

五
〇
歳
が
い
た
。大
老
の
下
で
同
じ
く
藩
政
府
を
構
成
し
て
い
た
老
中
に
は
、

以
前
か
ら
の
岡
崎
昌
純
三
九
歳
と
梶
川
尚
盛
六
一
歳
が
い
た
が
、
元
年
八
月

に
谷
重
代
六
三
歳
が
供
番
頭
傅
准
大
番
頭
か
ら
老
中
准
大
番
頭
と
な
り
、
同

年
中
に
藤
田
貞
清
五
五
歳
と
川
澄
幸
隆
五
五
歳
が
書
院
番
頭
傅
か
ら
書
院
番

頭
老
中
に
な
っ
た
。
二
人
の
就
任
の
月
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
光
圀
は

三
人
の
傅
を
同
時
に
老
中
に
登
用
し
た
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

藩
政
府
と
諸
役
所
を
繫
ぐ
奉
行（
（（
（

の
人
事
は
、
こ
の
間
に
大
き
く
動
い
た
。

元
年
九
月
一
九
日
に
奉
行
で
あ
っ
た
の
は
望
月
恒
隆
と
野
村
尚
治
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
二
年
五
月
五
日
に
准（
（（
（

奉
行
の
佐
野
信
久
と
用
人
の
雨

宮
君
政
を
登
用
し
た
。
し
か
し
、
同
年
九
月
一
一
日
に
は
望
月
と
野
村
と
佐

野
を
罷
免
し
て
、
町
奉
行
の
加
治
盛
胤
を
昇
進
さ
せ
た
。
三
人
の
罷
免
の
理

由
は
、
望
月
は
「
辞
」
で
大
番
頭
列
に
格
付
さ
れ
た
。
六
七
歳
で
あ
っ
た
。

彼
は
勘
定
方
に
功
績
が
あ
っ
た
の
で
、
優
遇
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
野
村
は

老
衰
の
た
め
の
辞
職
で
あ
る
。
七
十
歳
で
あ
っ
た
。
佐
野
は
病
気
の
た
め
の

辞
職
で
あ
る
。
六
二
歳
で
あ
っ
た
。
な
お
留
任
し
た
雨
宮
は
五
九
歳
、
新
任

の
加
治
は
六
二
歳
で
あ
っ
た
。
奉
行
の
罷
免
の
理
由
の
一
つ
は
老
齢
化
に

あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
残
っ
た
奉
行
も
六
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
老
中
と
奉
行
の
間
で
は
身
分
的
な
格
差
が
あ
っ
て
、
当
時
、
奉
行

か
ら
老
中
に
は
登
用
さ
れ
な
か
っ
た（
（（
（

。
奉
行
か
ら
老
中
に
登
用
さ
れ
た
の
は

延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
八
月
二
八
日
に
登
用
さ
れ
た
内
藤
政
康
と
興
津
重

長
が
最
初
で
あ
る
。

　

加
治
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
が
、
奉
行
は
用
人
か
ら
登
用
す
る
の
が
慣
例

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
用
人
を
み
る
。
用
人
は
公
的
な
側
面
で
藩
主
を
補

佐
す
る
役
職
で
あ
る
。

　

元
年
八
月
一
九
日
の
時
点
で
五
人
の
用
人
が
い
た
。
す
な
わ
ち
野
々
山
正

勝
五
八
歳
、
栗
田
寛
親
六
〇
歳
、
雨
宮
君
政
五
八
歳
、
興
津
重
長
三
一
歳
、

赤
林
重
政
三
六
歳
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
三
年
九
月
一
四
日
ま
で
こ
の
職
に
留

ま
っ
た
の
は
興
津
と
赤
林
の
み
で
あ
る
。
用
人
も
大
き
く
異
動
し
た
。
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元
年
九
月
七
日
に
伊
藤
信
直
五
〇
歳
が
小
姓
頭
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
こ
れ

は
直
前
の
七
月
二
八
日
の
本
間
乗
直
五
六
歳
の
死
亡
に
よ
る
補
充
で
あ
る
。

二
年
に
な
る
と
大
き
く
動
い
た
。
ま
ず
五
月
五
日
に
雨
宮
が
奉
行
に
登
用
さ

れ
た
。
九
月
六
日
に
は
野
々
山
が
取
次
役（
（（
（

に
登
用
さ
れ
た
。
一
方
、
同
じ
日

に
桜
井
安
連
五
四
歳
が
小
姓
頭
か
ら
登
用
さ
れ
、
鈴
木
隆
正
五
七
歳
が
先
手

足
軽
頭
か
ら
昇
進
し
た
。
さ
ら
に
九
月
一
一
日
に
は
栗
田
が
兼
職
を
し
て
い

た
武
具
奉
行
の
専
任
に
な
り
、
代
わ
っ
て
内
藤
政
康
三
二
歳
が
歩
行
頭
か
ら

昇
進
し
た
。
用
人
も
五
十
台
が
目
立
つ
。

　

用
人
は
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
に
設
置
さ
れ
て
以
来
、
頼
房
の
時
代

に
一
九
人
が
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
前
職
は
目
付
方
一
四
人
、
先
手
足
軽
頭

二
人
、
奥
方
番
頭
一
人
、
歩
行
頭
一
人
と
圧
倒
的
に
目
付
が
多
か
っ
た
。
そ

し
て
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
九
月
二
日
に
頼
房
時
代
の
最
後
に
用
人
に

登
用
さ
れ
た
赤
林
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
小
姓
頭
か
ら
登
用
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
継
承
し
て
光
圀
は
右
に
み
た
よ
う
に
、
伊
藤
・
桜
井
と
続
け
て

小
姓
頭
か
ら
用
人
に
登
用
し
た
。
頼
房
時
代
と
光
圀
時
代
の
役
方
の
人
事
の

大
き
な
違
い
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
光
圀
の
時
代
、
隠
居
時
も
含
め
て
寛

文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
ま
で
の
間
に
、
用

人
に
任
命
さ
れ
た
も
の
は
四
〇
人
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
二
人
が
小
姓
頭
か

ら
の
登
用
で
あ
っ
た
。
次
に
小
姓
頭
を
み
よ
う
。

　

小
姓
頭
は
藩
主
の
身
の
廻
り
の
世
話
を
す
る
側
近
で
あ
る
。
元
年
八
月

一
九
日
に
小
姓
頭
で
あ
っ
た
の
は
駒
井
重
治
四
四
歳
、
藤
川
正
盈
五
〇
歳
、

秋
田
好
明
六
五
歳
、
川
那
部
孝
尚
五
八
歳
、
富
長
重
元
四
八
歳
、
桜
井
安
連

五
三
歳
、
伊
藤
信
直
五
〇
歳
、
望
月
信
尚
三
九
歳
、
茅
野
為
宗
三
八
歳
の
九

人
で
あ
る
。
ほ
か
に
庄
直
秀
三
四
歳
は
就
任
が
寛
文
元
年
と
の
み
あ
っ
て
、

彼
も
在
任
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。小
姓
頭
も
五
〇
歳
前
後
が
目
立
つ
が
、

若
返
り
の
方
向
性
が
次
に
み
え
て
く
る
。

　

こ
の
間
に
異
動
し
た
も
の
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
元
年
九
月
七
日
に
伊
藤

が
、
二
年
九
月
六
日
に
桜
井
が
用
人
に
登
用
さ
れ
た
。
二
年
九
月
一
一
日
に

は
川
那
部
と
秋
田
が
准
進
物
番
頭
に
転
任
し
た
。代
わ
っ
て
就
任
し
た
の
は
、

二
年
九
月
六
日
に
近
藤
定
久
三
五
歳
が
通
事
か
ら
、
同
月
一
一
日
に
大
森
信

一
四
四
歳
が
歩
行
頭
か
ら
、
朝
比
奈
泰
且
三
二
歳
が
小
十
人
頭
か
ら
昇
進
し

た
。

　

以
上
が
布
衣
以
上
の
役
方
の
主
な
役
職
の
人
事
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
以
下

の
各
種
の
奉
行
を
み
る
が
、
数
が
多
い
の
で
こ
こ
で
は
民
生
と
財
政
を
担
当

す
る
町
奉
行
・
郡
奉
行
・
勘
定
奉
行
・
割
物
奉
行
の
み
を
み
る
。

　

町
奉
行
の
格
式
は
各
種
専
門
の
奉
行
の
な
か
で
例
外
的
に
高
く
、
物
頭
以

上
の
格
で
あ
っ
た
。
ほ
か
の
諸
奉
行
は
そ
の
下
の
、
素
袍
以
上
の
格
で
あ
っ

た
。

　

町
奉
行
の
定
員
は
二
人
で
あ
っ
た
。
元
年
八
月
一
九
日
に
町
奉
行
で
あ
っ

た
の
は
加
治
盛
胤
六
一
歳
と
伊
藤
友
近
六
一
歳
で
あ
る
。
右
に
み
た
よ
う
に

加
治
は
二
年
九
月
一
一
日
に
奉
行
に
昇
進
し
た
。
同
じ
日
に
伊
藤
も
新
番
頭

に
昇
進
し
た
。
町
奉
行
も
高
齢
化
し
て
い
た
が
、
若
返
り
の
方
向
に
進
む
。

代
わ
っ
て
同
じ
日
に
加
治
秀
次
五
一
歳
が
御
腰
物
奉
行
か
ら
、
三
野
半
左
衛

門（
（（
（

が
郡
奉
行
か
ら
昇
進
し
た
。

　

郡
奉
行
の
定
員
は
四
人
で
あ
っ
た
。
元
年
八
月
一
九
日
に
郡
奉
行
で
あ
っ

た
の
は
矢
野
重
保
四
六
歳
、
小
湊
実
勝
四
八
歳
、
三
野
半
左
衛
門
、
岡
見
治

政
四
九
歳
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
年
四
月
二
六
日
に
三
宅
繁
長
五
〇
歳
が
代

官
か
ら
登
用
さ
れ
て
、
定
員
は
五
人
に
な
っ
た
。
四
郡
制
か
ら
五
郡
制
に
改

正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
寛
文
九
年
に
ふ
た
た
び
四
郡
制
に
も
ど
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
見
た
よ
う
に
二
年
九
月
一
一
日
に
三
野
が
町
奉
行
に
昇
進

し
た
の
で
、
代
わ
っ
て
一
〇
月
一
五
日
に
林
十
左
衛
門
五
三
歳
が
代
官
か
ら

登
用
さ
れ
た
。

　

財
政
を
預
か
る
勘
定
方
の
異
動
は
激
し
い
。
ま
ず
管
理
部
門
を
担
当
し
た

勘
定
奉
行
を
み
る
と
、
元
年
八
月
一
九
日
に
勘
定
奉
行
で
あ
っ
た
の
は
、
近
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藤
和
隆
五
四
歳
、
深
沢
重
正
五
九
歳
、
酒
井
玄
良（
（（
（

、
渡
辺
滋
五
一
歳
、
河

西
信
豊
五
六
歳
、
服
部
正
勝
四
六
歳
、
深
沢
直
正
三
九
歳
の
七
人
で
あ
っ

た
。
こ
の
う
ち
二
年
七
月
一
四
日
に
渡
辺
が
、
三
年
七
月
一
六
日
に
近
藤
が

死
亡
し
た
。
一
方
、
二
年
九
月
か
ら
は
処
罰
的
と
も
い
え
る
人
事
が
始
ま
っ

た
。
九
月
一
一
日
に
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
大
番
組
か
ら
登
用
さ
れ
て

一
七
年
勤
め
た
酒
井
が
、
大
番
組
に
戻
さ
れ
た
。
二
五
日
に
は
寛
永
一
七
年

（
一
六
四
〇
）
に
大
番
組
か
ら
登
用
さ
れ
て
二
二
年
勤
め
た
深
沢
重
正
が
無

役
の
寄
合
組
に
左
遷
さ
れ
、
ま
た
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
大
番
組
か
ら

登
用
さ
れ
て
五
年
勤
め
た
深
沢
直
正
は
書
院
番
組
に
格
下
に
な
っ
た
。
一
一

月
一
二
日
に
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
大
番
組
か
ら
登
用
さ
れ
て
八
年

勤
め
た
河
西
が
無
役
の
寄
合
組
に
左
遷
さ
れ
た
。
残
っ
た
の
は
服
部
一
人
で

あ
る
。

　

勘
定
奉
行
の
再
編
は
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
代
わ
っ
て
勘
定
奉
行
に

は
、
二
年
九
月
六
日
に
溝
江
重
英
三
七
歳
が
勘
定
役
か
ら
転
任
し
た
。
次
い

で
九
月
一
一
日
に
佐
藤
盛
定
四
四
歳
が
矢
倉
奉
行
か
ら
転
任
し
た
が
、
彼
は

四
年
七
月
一
九
日
に
大
番
組
に
左
遷
さ
れ
た
。
三
年
八
月
一
三
日
に
金
奉
行

の
内
原
六
郎
衛
門
三
五
歳
が
登
用
さ
れ
た
が
、
四
年
三
月
二
七
日
に
死
亡
し

た
。
三
年
九
月
六
日
に
金
奉
行
の
小
野
正
好
三
八
歳
が
登
用
さ
れ
た
が
、
彼

も
四
年
三
月
に
大
番
組
に
左
遷
さ
れ
た
。
結
局
、
勘
定
奉
行
の
人
事
が
安
定

す
る
の
は
、
四
年
六
月
一
九
日
の
川
又
通
正（
（（
（

の
代
官
か
ら
の
登
用
と
、
割
物

奉
行
で
あ
っ
た
鮎
沢
尚
政
五
一
歳
と
北
河
原
景
隆
五
六
歳
の
転
任
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

運
用
部
門
を
担
当
し
た
割
物
奉
行
は
、
勘
定
奉
行
の
よ
う
に
は
動
揺
し
な

か
っ
た
。
元
年
八
月
一
九
日
に
割
物
奉
行
で
あ
っ
た
の
は
長
谷
川
正
種
六
六

歳
と
岩
井
木
工
左
衛
門
四
九
歳
と
北
河
原
景
隆
五
三
歳
の
三
人
で
あ
っ
た
。

二
年
九
月
一
日
に
鮎
沢
尚
政
四
九
歳
が
普
請
奉
行
か
ら
登
用
さ
れ
て
、
陣
容

を
強
化
し
て
い
る
。
な
お
右
に
み
た
よ
う
に
、
四
年
六
月
一
九
日
に
北
河
原

と
鮎
沢
は
勘
定
奉
行
に
転
任
し
た
。
代
わ
っ
て
同
じ
日
に
右
筆
か
ら
箕
川
恒

通
四
三
歳
と
渡
辺
重
次
四
一
歳
が
昇
進
し
た
。
な
お
長
谷
川
は
四
年
中
に
病

気
の
た
め
に
辞
職
し
た
。

　

光
圀
が
襲
封
し
た
元
年
八
月
一
九
日
か
ら
、
三
年
の
喪
が
明
け
て
は
じ
め

て
人
事
を
実
施
し
た
と
い
わ
れ
る
三
年
九
月
一
五
日
前
日
ま
で
の
役
方
の
人

事
を
み
て
き
た
。
こ
の
間
、
い
わ
れ
る
よ
う
に
光
圀
は
人
事
に
手
を
着
け
な

か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
な
り
大
規
模
に
役
方
の
人
事
を
実
施
し
て
い

る
。
そ
の
意
義
を
次
に
確
認
し
よ
う
。

　

た
し
か
に
光
圀
は
既
存
の
家
老
・
大
老
・
老
中
を
留
任
さ
せ
た
が
、
そ
の

一
方
、
襲
封
す
る
と
三
人
の
傅
、
谷
・
藤
田
・
川
澄
を
老
中
に
登
用
し
た
。

こ
の
人
事
で
光
圀
は
藩
政
府
を
、
自
分
の
意
志
が
通
り
や
す
い
よ
う
に
改
め

た
と
い
え
る
。

　

翌
二
年
に
な
る
と
、
奉
行
の
人
事
に
着
手
し
た
。
五
月
五
日
に
佐
野
と
雨

宮
を
登
用
し
た
が
、
こ
の
人
事
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
九
月
一
一
日

に
望
月
と
野
村
と
佐
野
を
辞
職
さ
せ
、
加
治
を
登
用
し
た
。
同
時
に
九
月

一
一
日
を
中
心
に
こ
の
と
き
、
光
圀
は
大
幅
に
役
方
の
人
事
異
動
を
実
施
し

た
。
問
題
点
は
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
は
高
齢
化
で
あ
る
。
第
二
は
人
材
確
保

で
あ
る
。

　

頼
房
以
来
の
奉
行
で
あ
っ
た
望
月
は
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
以
来

一
九
年
、
野
村
は
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
以
来
一
八
年
、
奉
行
を
勤
め
た
。

二
人
と
も
優
秀
な
人
材
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
二
人
は
身
分
格
式

の
障
壁
の
た
め
に
老
中
に
登
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
に
奉
行
ま
で
し

か
出
世
で
き
な
い
役
方
の
中
士
上
層
の
人
事
は
停
滞
し
、
高
齢
化
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
九
月
に
採
用
し
た
加
治
が
六
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
、
奉
行
候
補

の
五
人
の
用
人
の
う
ち
三
人
が
六
〇
歳
前
後
で
あ
っ
た
点
が
、
こ
の
こ
と
を

よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
町
奉
行
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
役
職
に

も
五
〇
台
・
六
〇
台
の
も
の
が
か
な
り
い
た
。
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第
二
の
人
材
確
保
の
問
題
と
は
、
ま
ず
右
に
み
た
よ
う
に
優
秀
で
も
奉
行

は
老
中
に
登
用
さ
れ
な
い
と
い
う
、
身
分
格
式
の
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ

の
役
職
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
の
あ
る
人
材
を
確
保
し
て
い
な
か
っ
た
点
が
指

摘
で
き
る
。

　

用
人
の
出
身
は
目
付
一
九
人
、
小
物
頭
四
人
と
続
い
て
、
頼
房
時
代
の
最

後
に
用
人
に
就
任
し
た
赤
林
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
小
姓
頭
か
ら
登
用
さ
れ

た
。
用
人
は
公
的
な
側
面
で
藩
主
を
補
佐
す
る
役
職
で
あ
る
。
そ
れ
を
監
察

の
仕
事
を
す
る
目
付
や
、
軍
事
を
担
当
す
る
小
物
頭
経
験
者
が
適
切
な
人
材

で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
今
日
風
に
い
え
ば
藩
主
の
秘
書
と
い
え
る

役
職
の
小
姓
頭
も
、
頼
房
時
代
に
二
九
人
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
小
姓
と
通

事
か
ら
の
出
身
は
一
〇
人
で
、
残
り
は
歩
行
頭
九
人
、
小
十
人
頭
八
人
、
持

筒
頭
一
人
、
御
腰
物
番
一
人
と
番
方
が
多
か
っ
た
。

　

勘
定
奉
行
も
大
番
組
出
身
が
多
か
っ
た
。
よ
り
正
確
に
頼
房
時
代
に
勘
定

奉
行
に
任
命
さ
れ
た
一
九
人
の
出
身
は
、
大
番
組
頭
一
人
、
大
番
組
一
一
人
、

書
院
番
組
一
人
、
勘
定
役
三
人
、
金
奉
行
二
人
、
役
金
奉
行
一
人
と
、
圧
倒

的
に
番
方
が
多
か
っ
た
。
ほ
か
の
奉
行
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
郡
奉

行
を
み
る
と
、
頼
房
時
代
に
任
命
さ
れ
た
二
四
人
の
う
ち
前
職
が
判
明
す
る

二
一
人
で
は
、
大
番
組
頭
一
人
、
大
番
組
四
人
、
寄
合
組
一
人
、
与
力
四
人
、

勘
定
奉
行
二
人
、
普
請
奉
行
一
人
、
矢
倉
奉
行
一
人
、
大
納
戸
役
一
人
、
代

官
五
人
、
吟
味
役
一
人
と
、
勘
定
奉
行
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
番
方
が
一
〇
人

と
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
務
官
僚
層
の
不
適
正
な
人
事
は
、
番
方
の
優
位
の
下
、
役
方
の
未
確
立

と
い
う
時
代
的
な
背
景
が
作
用
し
て
い
た
。
光
圀
の
時
代
は
役
方
の
自
立
化

が
進
行
し
、
確
立
し
て
い
っ
た
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
務
官
僚
層
の
登

用
の
不
適
切
さ
は
、
こ
の
時
点
で
解
消
さ
れ
た
。
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

か
ら
四
年
の
勘
定
奉
行
の
人
事
で
、
光
圀
は
勘
定
方
の
人
材
を
勘
定
奉
行
に

登
用
し
た
こ
と
は
、
右
に
み
た
。
隠
居
時
も
含
め
た
光
圀
の
時
代
、
寛
文
元

年
か
ら
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
間
に
勘
定
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
も
の

は
二
九
人
い
る
が
、
そ
の
出
身
は
割
物
奉
行
三
人
、
金
奉
行
四
人
、
役
金
奉

行
二
人
、
普
請
奉
行
五
人
、
矢
倉
奉
行
一
人
、
代
官（
（（
（

四
人
、
勘
定
役
二
人
、

大
納
戸
役
三
人
、
大
番
組
大
納
戸
役
二
人
、
大
番
組
頭
一
人
、
大
番
組
一
人
、

書
院
番
組
一
人
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
財
務
方
を
中
心
と
し
た
役
方
か
ら
の

登
用
で
あ
る
。
番
方
は
五
人
い
る
が
、
こ
の
う
ち
二
人
は
大
納
戸
役
を
兼
務

し
て
い
る
の
で
、
純
粋
な
番
方
は
三
人
の
み
で
あ
る
。

　

用
人
は
光
圀
の
時
代
に
四
〇
人
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
二
二
人
は

小
姓
頭
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
に
指
摘
し
た
。
残
り
の
出
身
は
、
多
か
っ
た

目
付
は
四
人
と
減
り
、
ほ
か
は
役
方
か
ら
は
寄
合
指
引
一
人
、
大
小
姓
通
事

一
人
、
御
城
付
四
人
で
あ
り
、
番
方
か
ら
は
持
弓
頭
二
人
、
歩
行
頭
二
人
、

先
手
足
軽
頭
四
人
、
御
腰
物
番
一
人
で
あ
る
。
用
人
の
人
事
も
大
幅
に
改
善

さ
れ
て
。
小
姓
頭
を
中
心
と
し
た
役
方
出
身
者
が
大
半
を
し
め
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
九
月
の
奉
行
以
下
の
役
方
の
人
事
の
改
正
は
、

大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
高
齢
化
は
活
力
の
低
下
を
意
味
し
た
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
不
適
正
な
人
材
登
用
は
、
職
務
能
力
の
低
下
を
結
果
し
た

に
違
い
な
い
。
光
圀
は
こ
の
改
革
に
手
を
染
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で

は
高
齢
化
の
問
題
は
十
分
解
決
で
き
な
か
っ
た
が
、
実
務
官
僚
層
の
人
材
登

用
の
適
正
化
に
は
成
功
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
人
材
登
用
の
改
革
は
、
こ
れ
の

み
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
光
圀
は
小
姓
頭
を
用
人
に
登
用
し
た
。
頼
房
時

代
の
最
後
の
用
人
の
人
事
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
光
圀
は
こ
の
方
法

を
有
効
に
活
用
し
て
、
藩
政
府
中
枢
の
改
革
に
ま
で
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
こ

の
点
は
五
節
で
論
じ
る
と
し
て
、
次
に
番
方
の
人
事
を
分
析
し
よ
う
。
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三
　
番
方
の
人
事

　

こ
の
時
期
の
番
方
の
人
事
は
役
方
ほ
ど
に
は
重
要
で
は
な
い
の
で
、
よ
り

簡
潔
に
記
述
す
る
。

　

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
八
月
一
九
日
か
ら
三
年
九
月
一
四
日
ま
で
の
番

方
の
人
事
を
み
る
と
、
城
代
に
は
元
年
に
飯
田
正
林
六
三
歳
が
い
た
が
、
二

年
八
月
一
九
日
に
死
亡
し
た
。
城
代
は
こ
の
後
、
寛
文
八
年
三
月
に
白
井
伊

信
六
五
歳
が
大
老
か
ら
登
用
さ
れ
る
ま
で
空
席
で
あ
っ
た
。
元
年
に
次
に
高

く
、事
実
上
名
誉
職
で
常
置
の
職
で
は
な
か
っ
た
大
寄
合
頭
と
寄
合
頭
に
は
、

寄
合
頭
に
真
木
景
猶
六
〇
歳
が
い
た
が
、
三
年
三
月
三
日
に
死
亡
し
空
席
と

な
っ
た
。
次
の
大
番
頭
七
人
・
書
院
番
頭
六
人
・
供
番
頭
四
人
に
は
、
こ
の

間
に
異
動
は
な
か
っ
た
。

　

元
年
八
月
一
九
日
に
新
番
頭
で
あ
っ
た
の
は
、
大
森
良
長（
（1
（

と
豊
島
胤
重

五
八
歳
と
大
久
保
重
成
六
四
歳
の
三
人
で
あ
っ
た
が
、
前
節
で
み
た
よ
う
に

二
年
九
月
一
一
日
に
町
奉
行
か
ら
伊
藤
友
近
六
二
歳
が
昇
進
し
た
。そ
し
て
、

三
年
八
月
一
五
日
に
大
久
保
が
老
衰
の
た
め
に
辞
職
し
た
。
進
物
番
頭
は
三

人
い
た
が
、
三
年
九
月
一
〇
日
に
福
原
資
直
四
八
歳
が
再
任
さ
れ
た（
（（
（

。
奥
方

番
頭
に
は
元
年
八
月
一
九
日
に
蘆
川
政
次
六
二
歳
が
い
た
が
、
三
年
八
月

二
二
日
に
死
亡
し
た
。
奥
方
番
頭
は
こ
の
後
、
一
月
近
く
空
席
と
な
っ
た
。

　

以
上
が
番
方
の
主
な
布
衣
以
上
の
格
の
役
職
で
あ
る
。
次
に
主
な
物
頭
以

上
の
格
の
役
職
を
み
よ
う
。

　

旗
奉
行
二
人
と
鎗
奉
行
一
人
は
、
こ
の
間
に
異
動
は
な
か
っ
た
。
持
筒
頭

は
三
人
い
た
う
ち
、
二
年
四
月
七
日
に
久
貝
正
信
四
八
歳
が
死
亡
し
て
、
代

わ
っ
て
先
手
足
軽
頭
か
ら
高
山
重
正
六
八
歳
が
五
月
五
日
に
登
用
さ
れ
た
。

持
弓
頭
三
人
に
異
動
は
な
か
っ
た
。

　

四
人
い
た
小
十
人
頭
は
大
き
く
異
動
し
た
。
前
節
に
み
た
よ
う
に
、
元
年

中
に
庄
直
秀
三
四
歳
が
小
姓
頭
に
昇
進
し
た
。
九
月
に
は
歩
行
頭
か
ら
朝
比

奈
泰
且
三
一
歳
が
登
用
さ
れ
た
。
庄
の
代
わ
り
と
み
て
よ
い
。
二
年
九
月
に

は
大
き
く
異
動
し
た
。
六
日
に
石
野
氏
信（
（（
（

が
取
次
役
に
昇
進
し
て
、
代
わ
っ

て
歩
行
頭
か
ら
興
津
常
吉
四
四
歳
と
久
木
久
信
四
〇
歳
が
登
用
さ
れ
た
。

一
一
日
に
は
佐
野
源
左
衛
門（
（（
（

が
取
次
役
に
、朝
比
奈
が
小
姓
頭
に
昇
進
し
て
、

代
わ
っ
て
富
田
政
利
三
七
歳
が
歩
行
頭
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
結
局
四
人
の
う

ち
三
人
が
異
動
し
た
。

　

七
人
い
た
歩
行
頭
も
大
き
く
異
動
し
た
。
元
年
九
月
に
は
右
に
み
た
よ
う

に
、
朝
比
奈
が
小
十
人
頭
に
登
用
さ
れ
、
代
わ
っ
て
五
百
城
吉
恒
三
四
歳
が

御
腰
物
番
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
二
年
九
月
に
は
大
き
く
異
動
し
た
。
六
日
に

右
に
み
た
よ
う
に
興
津
と
久
木
が
小
十
人
頭
に
登
用
さ
れ
、
ま
た
牧
野
守
政

三
六
歳
が
先
手
足
軽
頭
に
転
任
し
た
。
代
わ
っ
て
通
事
か
ら
吉
田
昌
安
三
〇

歳
と
、
御
腰
物
番
か
ら
高
岡
通
慶（
（（
（

が
登
用
さ
れ
た
。
一
一
日
に
は
前
節
で
み

た
よ
う
に
内
藤
政
康
三
二
歳
が
用
人
に
大
森
信
一
四
四
歳
が
小
姓
頭
に
昇
進

し
、
ま
た
右
に
み
た
よ
う
に
富
田
が
小
十
人
頭
に
登
用
さ
れ
た
。
代
わ
っ
て

蘆
川
政
信
三
一
歳
と
木
股
勝
久
四
二
歳
が
御
腰
物
番
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
歩

行
頭
は
こ
の
間
に
総
交
代
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
人
い
た
先
手
足
軽
頭
は
五
人
が
交
代
し
た
。
二
年
二
月
一
九
日
に
大

久
保
忠
氏
五
五
歳
が
死
亡
し
た
。
五
月
五
日
に
は
右
に
み
た
よ
う
に
高
山
が

持
筒
頭
に
登
用
さ
れ
て
、
代
わ
っ
て
同
じ
日
に
供
番
組
か
ら
富
田
貞
次
五
〇

歳
が
昇
進
し
た
。
九
月
六
日
に
は
前
節
で
み
た
よ
う
に
鈴
木
隆
正
五
七
歳
が

用
人
に
昇
進
し
て
、
代
わ
っ
て
同
じ
日
に
右
に
み
た
よ
う
に
歩
行
頭
か
ら
牧

野
が
転
任
し
た
。
一
一
日
に
は
伊
藤
忠
一
五
九
歳
が
老
齢
の
た
め
に
寄
合
組

に
な
り
、
ま
た
里
見
親
宗
六
九
歳
が
病
気
の
た
め
に
寄
合
組
に
な
っ
た
。
代

わ
っ
て
同
じ
日
に
近
藤
伝
兵
衛
四
五
歳
と
小
勝
信
照
五
四
歳
が
目
付
か
ら
、

真
木
忠
兵
衛（
（（
（

が
御
城
付
か
ら
、
ま
た
蔭
山
寛
信
五
一
歳
が
書
院
番
組
頭
か
ら

転
任
し
た
。

　

九
人
い
た
留
守
居
足
軽
頭
に
も
異
動
が
あ
っ
た
。
二
年
九
月
一
一
日
に
望
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月
与
五
衛
門（
（（
（

が
病
気
の
た
め
に
、
剱
持
吉
勝
七
一
歳
が
老
齢
の
た
め
に
寄
合

組
に
な
っ
た
。
代
わ
っ
て
同
じ
日
に
駒
井
久
兵
衛（
（（
（

が
大
番
組
か
ら
昇
進
し
、

久
木
秀
勝
四
九
歳
が
久
昌
院
家
老
か
ら
転
任
し
た
。
そ
し
て
、
蘆
沢
吉
郷（

（（
（

が

三
年
一
月
一
四
日
に
、
望
月
新
八（
（（
（

が
三
月
一
七
日
に
死
亡
し
た
。

　

以
上
が
こ
の
間
の
番
方
の
主
な
役
職
の
異
動
で
あ
る
。
特
徴
と
し
て
、
や

は
り
高
齢
化
が
指
摘
で
き
る
。と
く
に
最
上
層
部
に
そ
れ
は
顕
著
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
大
番
頭
以
下
の
布
衣
以
上
の
格
の
役
職
で
は
、
新
番
頭
と
進
物
番

頭
を
除
い
て
異
動
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
四
月

に
頼
房
に
よ
っ
て
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
指
摘

す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

大
番
頭
で
は
寛
文
元
年
四
月
一
日
に
大
森
尹
貞
六
二
歳
が
致
仕
し
た
の
に

と
も
な
い
、
四
月
五
日
に
三
木
玄
重
四
四
歳
が
書
院
番
頭
か
ら
、
四
月
七
日

に
供
番
頭
か
ら
武
藤
隆
貞
四
六
歳
が
登
用
さ
れ
た
。
大
番
頭
は
こ
の
人
事

で
、
前
年
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
正
月
時
点
の
七
人
の
う
ち
五
人
が
入
れ

替
わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
万
治
三
年
正
月
一
九
日
に
尾
崎
宗
吉
六
〇
歳
が
死

亡
し
た
。
六
月
二
五
日
に
は
白
井
伊
信
五
七
歳
と
田
代
吉
音
四
九
歳
が
大
老

に
登
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年
に
筧
計
正
六
六
歳
が
病
気
の
た
め
に
辞

職
し
た
。
そ
の
一
方
、二
月
二
二
日
に
大
竹
正
勝
四
八
歳
が
書
院
番
頭
か
ら
、

六
月
二
五
日
に
は
岡
崎
昌
純
三
八
歳
が
書
院
番
頭
老
中
か
ら
老
中
兼
務
の
ま

ま
登
用
さ
れ
た
。
同
じ
日
に
梶
川
尚
盛
六
〇
歳
が
書
院
番
頭
列
供
番
頭
老
中

か
ら
老
中
兼
務
の
ま
ま
登
用
さ
れ
た
。
大
番
頭
も
高
齢
化
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

大
番
頭
の
大
幅
な
交
代
に
と
も
な
い
、
そ
れ
以
下
の
番
頭
も
新
た
に
登
用

さ
れ
て
若
返
っ
た
。
書
院
番
頭
は
寛
文
元
年
四
月
五
日
に
三
木
が
大
番
頭
に

登
用
さ
れ
た
の
で
、
四
月
七
日
に
佐
藤
吉
成
四
三
歳
が
供
番
頭
か
ら
、
四
月

一
三
日
に
尾
崎
宗
武
三
四
歳
が
進
物
番
頭
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
な
お
書
院
番

頭
も
万
治
三
年
中
に
、
二
月
二
二
日
の
朝
比
奈
泰
通
二
五
歳
の
取
次
役
か
ら

の
登
用
と
、
右
に
み
た
よ
う
に
六
月
二
五
日
の
岡
崎
の
大
番
頭
へ
の
登
用
が

あ
っ
た
。

　

新
番
頭
は
万
治
三
年
三
月
六
日
に
、
大
久
保
重
成
六
三
歳
が
進
物
番
頭
か

ら
登
用
さ
れ
た
。　

　

供
番
頭
は
寛
文
元
年
四
月
七
日
に
、
右
に
み
た
よ
う
に
武
藤
が
大
番
頭

に
、
佐
藤
が
書
院
番
頭
に
登
用
さ
れ
た
。
代
わ
っ
て
四
月
一
五
日
に
穂
坂
武

勝
三
八
歳
が
進
物
番
頭
か
ら
、
大
森
尹
重
四
四
歳
が
小
姓
頭
か
ら
、
伊
藤
友

次
二
八
歳
が
取
次
役
か
ら
登
用
さ
れ
た
。な
お
供
番
頭
は
右
に
み
た
よ
う
に
、

梶
川
が
前
年
六
月
二
五
日
に
大
番
頭
に
登
用
さ
れ
た
。

　

進
物
番
頭
は
右
に
み
た
よ
う
に
、
寛
文
元
年
四
月
一
三
日
に
尾
崎
が
書
院

番
頭
に
、
四
月
一
五
日
に
穂
坂
が
供
番
頭
に
登
用
さ
れ
た
。
代
わ
っ
て
四
月

五
日
に
市
川
弘
道
三
五
歳
が
小
十
人
頭
か
ら
昇
進
し
、
ま
た
四
月
一
五
日
に

香
取
安
冬
六
九
歳
が
小
姓
頭
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
な
お
進
物
番
頭
は
右
に
み

た
よ
う
に
、万
治
三
年
三
月
六
日
に
大
久
保
が
新
番
頭
に
登
用
さ
れ
、代
わ
っ

て
九
月
一
五
日
に
筧
徳
直
四
一
歳
が
小
十
人
頭
か
ら
昇
進
し
た
。こ
の
時
期
、

三
人
の
進
物
番
頭
は
総
交
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
物
頭
以
上
の
格
の
番
方
の
主
な
役
職
の
こ
の
間
の
異
動
を
列
挙
す
れ

ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
鎗
奉
行
の
安
積
正
信
七
三
歳
が
万
治
三
年
七
月

二
八
日
に
死
亡
し
た
。
持
弓
頭
で
は
寛
文
元
年
五
月
一
六
日
に
蘆
沢
安
高

五
九
歳
が
先
手
足
軽
頭
か
ら
登
用
さ
れ
た
一
方
、
同
年
六
月
四
日
に
西
郷
副

忠
六
三
歳
が
死
亡
し
た
。
小
十
人
頭
で
は
右
に
み
た
よ
う
に
万
治
三
年
九
月

一
五
日
に
筧
が
、
寛
文
元
年
四
月
五
日
に
市
川
が
進
物
番
頭
に
昇
進
し
た
。

代
わ
っ
て
寛
文
元
年
四
月
一
五
日
に
横
山
君
朝
三
一
歳
が
歩
行
頭
か
ら
登
用

さ
れ
た
。
歩
行
頭
は
横
山
の
登
用
の
ほ
か
に
、
右
に
み
た
よ
う
に
万
治
三
年

正
月
一
九
日
に
尾
崎
が
進
物
番
頭
に
昇
進
し
た
。
代
わ
っ
て
寛
文
元
年
四
月

一
五
日
に
興
津
常
吉
四
三
歳
が
御
腰
物
番
か
ら
転
任
し
た
。
先
手
足
軽
頭
で

は
万
治
三
年
三
月
六
日
に
久
世
忠
勝
四
八
歳
が
目
付
西
丸
御
城
付
か
ら
転
任

─ 149 ─
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し
た
。
寛
文
元
年
四
月
一
五
日
に
は
笠
井
重
時
六
七
歳
が
旗
奉
行
に
登
用
さ

れ
、
代
わ
っ
て
同
じ
日
に
穂
坂
信
次
五
二
歳
が
留
守
居
足
軽
頭
か
ら
登
用
さ

れ
た
。
五
月
一
六
日
に
は
右
に
み
た
よ
う
に
蘆
沢
が
持
弓
頭
に
登
用
さ
れ
、

代
わ
っ
て
佐
野
貞
猶
四
五
歳
が
供
番
組
頭
か
ら
転
任
し
た
。
留
守
居
足
軽
頭

は
万
治
三
年
一
二
月
一
日
に
望
月
次
衛
門（
（1
（

が
大
番
組
頭
に
転
任
し
、
代
わ
っ

て
望
月
秀
常
四
三
歳
が
書
院
番
組
頭
か
ら
転
任
し
た
。
寛
文
元
年
四
月
一
五

日
に
は
右
に
み
た
よ
う
に
穂
坂
が
先
手
足
軽
頭
に
登
用
さ
れ
、
代
わ
っ
て
五

月
一
六
日
に
経
島
信
政
五
二
歳
が
供
番
組
か
ら
昇
進
し
た
。

　

番
方
の
人
事
は
、
と
く
に
上
位
の
も
の
ほ
ど
頼
房
時
代
の
末
期
に
高
齢
化

が
進
行
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
頼
房
は
最
晩
年
に
大
番
頭
以
下
の
大
幅

な
入
れ
替
え
を
実
施
し
た
。
番
方
、
と
く
に
上
位
は
か
な
り
若
返
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
光
圀
が
番
頭
の
人
事
に
は
や
く
か
ら
取
組
む
必
要
性
は
な
く

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
異
動
の
少
な
か
っ
た
物
頭
以
上
の
格
で
あ
る
小
物
頭
は
、

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
九
月
を
中
心
と
し
た
役
方
の
人
事
に
大
き
く
影
響

さ
れ
た
。
四
人
い
た
小
十
人
頭
は
こ
の
間
に
、
石
野
と
佐
野
が
取
次
役
に
昇

進
し
、
庄
と
朝
比
奈
が
小
姓
頭
に
昇
進
し
た
た
め
に
、
留
任
し
た
の
は
一
人

だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
影
響
を
そ
の
下
の
歩
行
頭
は
受
け
た
。
内
藤
が
用
人

に
大
森
が
小
姓
頭
に
昇
進
し
た
ほ
か
に
、
四
人
が
小
十
人
頭
に
登
用
さ
れ
た

た
め
に
、
歩
行
頭
七
人
は
総
交
代
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
下
の
先
手
足

軽
頭
も
、
鈴
木
が
用
人
に
昇
進
す
る
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

四
　
寛
文
三
年
九
月
一
五
日
の
人
事

　

二
節
で
み
た
よ
う
に
、
光
圀
は
襲
封
直
後
の
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
八

月
に
老
中
の
人
事
を
実
施
し
た
。
翌
年
五
月
に
は
奉
行
の
人
事
を
実
施
し
、

さ
ら
に
九
月
に
奉
行
以
下
の
役
方
の
大
幅
な
人
事
を
実
施
し
た
。
そ
れ
は
三

節
で
み
た
よ
う
に
、
番
方
の
小
物
頭
層
に
ま
で
大
き
く
影
響
す
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
寛
文
三
年
九
月
一
五
日
に
、
光
圀
が
は
じ
め
て
人
事
を

実
施
し
た
と
誤
伝
さ
れ
、
信
じ
ら
れ
て
き
た
人
事
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

表
1
と
2
は
私
が
確
認
し
た
二
七
人
の
人
事
異
動
で
あ
る
。
二
七
人
の
番

方
の
人
事
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
こ
の
日
に
、
山
内
政
武（
（（
（

が
与

力
か
ら
普
請
奉
行
に
昇
進
し
、
山
県
元
纜
三
五
歳
が
進
物
番
か
ら
小
納
戸
役

に
登
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
役
方
へ
の
人
事
で
あ
る
の
と
、
番
方
の
二
七
と
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表 1　寛文三年九月十五日の人事（布衣以上の分）

人　名 年齢 禄高 前　職 新　職
1 梶川尚盛 63 800 大番頭老中 大寄合頭老中准家老
2 岡崎昌純 41 1000 大番頭老中 寄合頭老中
3 谷重代 65 600 老中准大番頭 城代格寄合頭准家老
4 藤田貞清 57 800 書院番頭老中 大番頭老中
5 川澄幸隆 57 500 書院番頭老中 大番頭老中
6 伊藤友次 30 2000 供番頭 書院番頭
7 大森尹重 46 800 供番頭 書院番頭
8 穂坂武勝 40 300 供番頭 書院番頭
9 市川弘道 37 600 進物番頭 供番頭
10 筧徳直 44 500 進物番頭 供番頭
11 川那部孝尚 60 300 准進物番頭 供番頭
12 秋田好明 67 300 准進物番頭 新番頭
13 石野氏信 60位 200 取次役准上寄合 進物番頭
14 富永重元 50 300 准進物番頭 進物番頭
15 駒井重治 46 300 小姓頭 奥方番頭
『水府系纂』より作製。
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い
う
数
字
で
数
が
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
、
除
外
し
た
。
表
1
は
布
衣
以
上

の
格
の
分
で
あ
り
、
表
2
は
そ
れ
以
下
の
中
士
の
分
で
あ
る
。

　

表
1
か
ら
み
る
。
襲
封
以
前
か
ら
の
老
中
で
あ
っ
た
1
と
2
の
梶
川
と
岡

崎
は
老
中
兼
務
の
ま
ま
、
大
番
頭
か
ら
年
長
の
梶
川
は
大
寄
合
頭
に
、
岡
崎

は
寄
合
頭
に
登
用
さ
れ
た
。
老
中
の
な
か
で
最
年
長
で
あ
っ
た
3
の
谷
は
老

中
を
解
任
さ
れ
て
、
准
大
番
頭
か
ら
城
代
格
寄
合
頭
准
家
老
に
格
式
を
あ
げ

た
。
半
ば
名
誉
職
で
あ
っ
た
大
寄
合
頭
と
寄
合
頭
は
、
三
節
で
み
た
よ
う
に

当
時
空
席
で
あ
っ
た
。

　

4
と
5
の
藤
田
と

川
澄
は
老
中
兼
務
の

ま
ま
、
書
院
番
頭
か

ら
岡
崎
と
梶
川
に
代

わ
っ
て
、
大
番
頭
に

登
用
さ
れ
た
。
欠
員

の
生
じ
た
書
院
番
頭

に
は
、
6
と
7
と
8

の
伊
藤
と
大
森
と
穂

坂
が
供
番
頭
か
ら
登

用
さ
れ
た
。
書
院
番

頭
は
一
人
多
く
な
っ

た
。
定
員
は
六
人
で

あ
っ
た
の
に
、
七
人

と
な
っ
た
。
こ
れ
は

組
を
増
や
し
た
の
で

は
な
く
、
表
1
の
な

か
で
年
齢
が
も
っ
と

も
若
い
三
〇
歳
で
あ

る
が
、
禄
高
が
飛
び
ぬ
け
て
高
い
二
〇
〇
〇
石
の
伊
藤
を
優
遇
す
る
た
め
の

措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
門
閥
出
身
の
彼
は
、
翌
年
正
月
に
は
傅
准
大

番
頭
に
登
用
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
番
頭
、
老
中
、
大
老
、
家
老
と
出
世
し
た
。

　

三
人
の
供
番
頭
の
後
任
に
は
、
9
と
10
の
市
川
と
筧
が
進
物
番
頭
か
ら
、

11
の
川
那
部
が
准
進
物
番
頭
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
進
物
番
頭
の
後
任
に
は
13

の
石
野
が
取
次
役
准
上
寄
合
か
ら
、
14
の
富
永
が
准
進
物
番
頭
か
ら
登
用
さ

れ
た
。
石
野
の
禄
高
は
二
〇
〇
石
と
、こ
の
表
の
な
か
で
も
っ
と
も
低
い
が
、

彼
は
こ
の
年
一
二
月
に
三
〇
〇
石
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
人
事
は
連
続
し

て
い
る
。
九
月
一
五
日
の
人
事
の
眼
目
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

表
1
の
残
り
の
人
事
を
確
認
す
る
と
、
12
の
秋
田
の
准
進
物
番
頭
か
ら
新

番
頭
へ
の
登
用
は
、
三
節
に
み
た
よ
う
に
大
久
保
重
成
六
六
歳
の
老
衰
に
よ

る
辞
職
の
た
め
の
補
充
で
あ
る
。
15
の
駒
井
の
奥
方
番
頭
へ
の
登
用
は
、
三

節
に
み
た
よ
う
に
蘆
川
政
次
六
四
歳
の
死
亡
に
と
も
な
う
補
充
で
あ
る
。

　

次
に
表
2
を
確
認
す
る
と
、
16
の
神
戸
の
鎗
奉
行
か
ら
旗
奉
行
へ
の
登
用

に
よ
り
、
普
通
二
人
の
旗
奉
行
が
三
人
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
近
藤
喜
左
衛
門（
（（
（

が
、
こ
の
直
後
の
一
〇
月
一
四
日
に
致
仕
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
予
想
し

て
の
人
事
で
あ
ろ
う
か
。
17
の
穂
坂
の
先
手
足
軽
頭
か
ら
、
18
の
都
築
の
留

守
居
足
軽
頭
か
ら
鎗
奉
行
へ
の
登
用
は
、
神
戸
の
登
用
と
一
人
欠
員
で
あ
っ

た
補
充
で
あ
る
。

　

19
の
河
村
の
先
手
足
軽
頭
か
ら
持
筒
頭
へ
の
登
用
は
、
若
菜
吉
正（
（（
（

の
老
衰

に
よ
る
寄
合
組
へ
の
移
動
に
と
も
な
う
補
充
で
あ
る
。
20
の
彦
坂
の
歩
行
頭

へ
の
昇
進
は
、
22
の
五
百
城
の
先
手
足
軽
頭
へ
の
転
任
の
補
充
で
あ
る
。
そ

し
て
五
百
城
と
21
の
鈴
木
の
目
付
か
ら
先
手
足
軽
頭
へ
の
転
任
は
、
穂
坂
と

河
村
の
登
用
に
と
も
な
う
補
充
で
あ
る
。
23
の
朝
倉
と
24
の
垪
和
と
25
の
古

沢
の
留
守
居
足
軽
頭
へ
の
昇
進
は
、
都
築
の
登
用
と
元
か
ら
あ
っ
た
欠
員
の

補
充
で
あ
る
。

　

26
の
小
野
の
大
番
組
頭
へ
の
登
用
は
、
こ
の
直
後
の
一
〇
月
一
四
日
に
渡
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表 2　同人事続き（以下の中士分）

人　名 年齢 禄高 前　職 新　職
16 神戸安信 70 300 鎗奉行 旗奉行
17 穂坂信次 54 200 先手足軽頭 鎗奉行
18 都築五郎衛門 60位 200 留守居足軽頭 鎗奉行
19 河村伝三郎 64 200 先手足軽頭 持筒頭
20 彦坂重長 38 200 御腰物番 歩行頭
21 鈴木正重 47 200 目付 先手足軽頭
22 五百城吉恒 36 400 歩行頭 先手足軽頭
23 古沢常兼 61 200 書院番組頭 留守居足軽頭
24 垪和勝賢 54 200 大番組 留守居足軽頭
25 朝倉宗左衛門 50位 200 大番組 留守居足軽頭
26 小野盛員 27 350 大番組 大番組頭
27 秋田好興 38 切符 小納戸役 御腰物番
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井
玄
雄
六
二
歳
が
致
仕
し
た
か
ら
、そ
れ
を
予
想
し
て
の
人
事
で
あ
ろ
う
か
。

27
の
秋
田
の
御
腰
物
番
へ
の
転
任
は
、
も
ち
ろ
ん
彦
坂
の
昇
進
に
と
も
な
う

補
充
で
あ
る
。
な
お
秋
田
好
興
は
知
行
取
で
な
く
切
符
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

彼
が
秋
田
好
明
の
嫡
子
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。　

　

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
表
1
の
残
り
と
表
2
の
分
は
別
個
の
欠
員
を
補
充

す
る
た
め
の
人
事
で
あ
っ
た
。

　

明
ら
か
に
寛
文
三
年
（
一
六
三
三
）
九
月
一
五
日
の
人
事
の
眼
目
は
、
老

中
の
大
寄
合
頭
・
寄
合
頭
・
大
番
頭
へ
の
格
上
に
あ
っ
た
。
番
方
優
位
の
環

境
の
な
か
に
あ
っ
て
、
老
中
を
番
方
の
最
高
位
と
も
い
え
る
地
位
に
就
け
た

こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が
ち
な
藩
政
府
と
老
中
を
権
威
づ
け
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。
と
く
に
大
寄
合
頭
の
任
命
は
は
じ
め
て
で
あ
り
、
寄
合
頭

も
真
木
に
つ
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。頼
房
時
代
に
老
中
に
任
命
さ
れ
た
九
人
は
、

家
老
と
城
代
を
兼
務
し
た
肥
田
政
勝
を
例
外
と
し
て
、
大
番
頭
か
書
院
番
頭

で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
表
か
ら
は
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
読
み
取
れ
る
。
光

圀
と
の
関
係
で
あ
る
。
表
1
か
ら
み
て
み
よ
う
。
1
か
ら
5
は
老
中
で
あ
っ

た
。
こ
の
う
ち
谷
と
藤
田
と
川
澄
は
、
光
圀
の
傅
で
あ
っ
た
こ
と
は
再
三
指

摘
し
た
。
ま
た
谷
は
光
圀
の
母
の
兄
で
あ
っ
た
。
6
の
伊
藤
の
伊
藤
家
は
、

光
圀
を
育
て
た
三
木
之
次
の
家
と
親
戚
で
あ
り
、
友
次
は
養
子
に
な
っ
て
い

た
。
父
友
玄
が
亡
く
な
っ
た
の
で
頼
房
の
命
で
伊
藤
家
に
帰
り
、
相
続
し
た

も
の
で
あ
る
。
7
の
大
森
の
父
尹
貞
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
か
ら
寛
文

元
年
（
一
六
六
一
）
四
月
一
日
ま
で
、
光
圀
の
傅
で
あ
っ
た
。
11
の
川
那
部

は
寛
永
年
中
に
光
圀
に
奉
仕
し
た
。
12
の
秋
田
は
寛
永
一
四
年（
一
六
三
七
）

に
光
圀
に
逮
事
し
た
。
逮
事
と
奉
仕
の
意
味
の
違
い
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

成
人
の
場
合
は
逮
事
、
少
年
の
場
合
は
奉
仕
と
表
現
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
側
近
く
仕
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
13
の
石
野
の

母
は
、
光
圀
が
誕
生
し
た
と
き
に
介
副
を
勤
め
た
老
女
高
島
で
あ
る
。
14
の

富
永
も
寛
永
一
七
年
に
光
圀
に
逮
事
し
た
。

　

右
に
み
た
よ
う
に
表
1
の
ほ
と
ん
ど
の
人
物
に
、
光
圀
と
強
く
結
び
つ
く

個
人
的
な
関
係
を
指
摘
で
き
る
。
同
様
の
こ
と
は
表
2
に
お
い
て
も
、
三
人

指
摘
で
き
る
。

　

22
の
五
百
城
は
も
と
井
尾
木
と
書
い
た
。
彼
の
高
祖
父
は
長
宗
我
部
元
親

の
兄
本
吉
で
、
土
佐
の
井
尾
木
に
住
し
た
の
で
井
尾
木
と
名
乗
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
光
圀
が
命
じ
て
、
五
百
城
に
改
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
26
の
小

野
は
、
歌
舞
伎
者
で
あ
っ
た
青
年
光
圀
を
諌
め
た
傅
の
小
野
言
員
の
嫡
孫
で

あ
る
。
27
の
秋
田
は
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
に
光
圀
に
奉
仕
し
た
。

　

光
圀
が
は
じ
め
て
人
事
に
取
り
組
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
寛
文
三
年
九
月

一
五
日
の
人
事
に
お
い
て
、
光
圀
と
強
く
結
び
つ
く
個
人
的
な
関
係
を
も
つ

人
物
が
多
い
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
身
分
の
高
い
も
の
に
多
い
点
が
、
こ
の

人
事
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

一
般
に
こ
れ
ま
で
光
圀
の
役
職
の
人
選
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
説
か

れ
て
き
た（
（（
（

。

西
山
公
若
き
御
時
よ
り
御
老
後
迄
、
御
家
士
の
中
に
て
御
気
ニ
入
、
御

心
安
内
外
被
二
召
仕
一
候
者
有
レ
之
候
。
然
と
も
役
儀
ハ
其
者
の
器
相
応

ニ
被
二
仰
付
一
候
。
昔
分
て
御
気
ニ
入
候
者
有
レ
之
候
を
、
人
皆
重
き

役
儀
可
レ
被
二
仰
付
一
と
取
沙
汰
仕
候
を
西
山
公
風
と
御
聞
付
被
レ
仰
候

は
、
沙
汰
仕
候
通
、
何
某
事
ハ
我
か
気
ニ
入
候
。
乍
レ
去
政
事
の
方
ニ

可
レ
用
器
に
あ
ら
ず
、
愚
な
る
沙
汰
を
申
候
迚
御
笑
被
レ
成
候
。
さ
れ

は
下
々
に
て
存
掛
も
な
き
士
共
に
、
御
取
立
被
レ
遊
候
者
ま
ゝ
有
レ
之
、

又
御
気
に
入
候
者
共
ニ
差
た
る
官
禄
ニ
も
不
レ
預
者
も
数
多
在
レ
之
候
。

仍
て
西
山
公
の
御
心
中
ハ
何
と
も
お
し
計
奉
り
難
き
事
也
と
皆
申
あ
へ

り
。

　

私
情
を
挟
ま
ず
、
藩
内
を
広
く
見
渡
し
て
、
能
力
の
あ
る
も
の
を
任
用
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
襲
封
直
後
に
三
人
の
傅
を
老
中
に
登
用
し
た
こ
と
と
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い
い
、
こ
の
番
方
の
人
事
と
い
い
、
そ
う
し
た
印
象
は
受
け
な
い
。
少
な
く

と
も
初
期
の
光
圀
は
、
親
し
い
関
係
に
あ
る
家
臣
を
優
先
し
て
登
用
し
た
の

で
あ
る
。

五
　
初
期
の
人
事
の
意
義

　

一
節
に
引
用
し
た
「
義
公
行
実
」
の
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
九
月
一
五

日
の
人
事
に
臨
ん
だ
光
圀
の
意
気
込
み
を
伝
え
る
言
葉
を
、
ふ
た
た
び
引
用

し
よ
う（
（（
（

。
公
か
つ
て
曰
く
、
三
年
父
の
道
を
改
む
る
こ
と
な
き
は
、
た
だ
に
孝
子

の
忍
ぶ
あ
た
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
三
年
の
久
し
き
に
至
り
て
は
、
賢

否
得
失
、
こ
れ
を
察
し
す
で
に
熟
す
。
黜
陟
更
張
、
以
て
大
過
な
か
る

べ
し
。
大
抵
先
人
老
成
し
て
事
を
あ
ら
た
む
。
後
輩
軽
々
し
く
こ
れ
を

左
右
せ
ん
と
す
。
そ
の
害
た
る
や
は
な
は
だ
し
。

　

三
年
父
の
道
を
改
め
な
い
の
は
、
孝
子
の
心
の
問
題
の
み
で
な
く
、
家
臣

の
能
力
を
正
し
く
理
解
し
、
適
正
に
任
用
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
光
圀
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
二
年

に
役
方
を
中
心
と
し
た
重
要
な
人
事
を
実
施
し
て
い
た
。

　

当
時
は
定
期
異
動
と
か
定
年
制
と
か
い
う
慣
行
や
制
度
は
な
か
っ
た
か

ら
、
郡
奉
行
の
よ
う
に
増
員
し
た
り
、
新
し
い
役
職
を
設
け
る
以
外
は
、
欠

員
を
順
次
補
充
し
て
い
く
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
役
方
の
多
く
に

は
正
確
な
意
味
で
の
定
員
は
な
か
っ
た
が
。
そ
れ
な
の
に
集
中
的
に
人
事
異

動
が
実
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
政
策
的
意
図
的
な
配
慮
が
あ
っ

た
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
圀
が
右
の
よ
う
に
役
方
の
人
事
を
無
視
す
る

発
言
を
し
た
、
ま
た
発
言
で
き
た
理
由
は
、
光
圀
が
武
士
の
職
分
は
番
方
、

軍
事
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
ま
た
こ
の
光
圀
の
言
葉
を

怪
し
み
疑
う
こ
と
な
く
家
臣
た
ち
が
伝
え
た
の
も
、
彼
ら
も
同
様
に
こ
の
伝

統
的
な
武
士
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
え
る
。

　

近
世
、
役
方
の
重
視
は
着
実
に
進
行
し
た
が
、
武
士
の
職
分
は
番
方
と
、

番
方
を
重
視
す
る
傾
向
は
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。た
と
え
ば
、我
々

が
政
治
史
的
経
済
史
的
に
具
体
的
に
水
戸
藩
を
分
析
す
る
と
き
に
、
郡
奉
行

や
勘
定
奉
行
を
重
視
す
る
。
ま
た
水
戸
藩
は
思
想
史
的
に
重
要
な
藩
で
あ
る

が
、
そ
の
核
心
と
な
る
地
位
で
あ
る
彰
考
館
総
裁
は
小
納
戸
役
を
兼
務
し
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
役
職
は
素
袍
以
上
の
格
で
し
か
な
い
。

そ
し
て
、
番
方
で
こ
の
格
で
あ
る
の
は
番
士
な
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

寛
文
三
年
九
月
一
五
日
の
人
事
は
、
光
圀
が
武
士
の
職
分
は
番
方
、
軍
事

に
あ
る
と
の
思
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
同
時
に
儒
教
的
道

徳
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
光
圀
自
身
に
よ
る
演
出
で
あ
る
、
と
い

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
事
の
意
義
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
光
圀
は
、
老
中
た
ち
を
番
方
の
最
高
位
と
も
い
え
る
地
位
に
就
け
る
こ

と
で
藩
政
府
を
権
威
づ
け
た
。
ま
た
番
方
の
重
臣
の
多
く
に
、
個
人
的
に
親

し
い
関
係
に
あ
る
家
臣
を
就
任
さ
せ
た
。
こ
の
点
も
光
圀
が
藩
政
を
運
営
す

る
う
え
で
、
大
き
な
力
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
光
圀
は
こ
の
と
き
藩

政
府
の
権
威
を
高
め
、
ま
た
重
臣
層
を
自
分
と
親
し
い
家
臣
で
固
め
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

光
圀
は
高
禄
の
家
老
の
家
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
断
絶
さ
せ
、
ま
た
八
人
か
ら

一
〇
人
い
た
家
老
の
数
を
三
、四
人
に
減
ら
し
た
こ
と
が
も
っ
と
も
よ
く
示

す
よ
う
に
、
藩
主
絶
対
権
の
確
立
に
努
め
た
人
で
あ
る
。
光
圀
は
な
ぜ
絶
対

権
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
個
人
的
な
資
質
と
い
う
点
も
あ
げ

ら
れ
る
が
、
な
に
よ
り
も
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
四
歳
で
襲

封
し
た
と
き
か
ら
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

水
戸
藩
は
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
成
立
し
た
新
規
取
立
の
若
々
し

い
藩
で
あ
っ
た
。
以
来
五
二
年
、
大
藩
御
三
家
に
ふ
さ
わ
し
い
家
臣
団
の
編
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成
と
行
政
組
織
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
き
た
。し
か
し
、頼
房
の
晩
年
に
な
っ

て
硬
直
化
し
て
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
高
齢
化

に
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
の
問
題
は
番
方
に
お
い
て
は
、
頼

房
の
時
代
末
年
に
改
善
の
努
力
が
始
ま
っ
て
い
た
。
光
圀
は
十
分
な
成
果
は

た
だ
ち
に
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
方
針
を
継
承
し
た
。
個
人

的
に
も
三
四
歳
の
若
い
藩
主
で
あ
っ
た
光
圀
に
と
っ
て
、
重
臣
に
高
齢
者
が

多
い
の
は
や
り
に
く
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
役
方
の
適
正
な
任
用

の
問
題
が
あ
っ
た
。
襲
封
し
た
光
圀
は
、
改
革
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

役
方
の
人
事
の
適
正
化
の
問
題
は
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で

顕
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
財
政
破
綻
の
問
題
か
ら
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
二
節
で
み
た
よ
う
に
勘
定
奉
行
は
七
人
の
う
ち
六
人
が
交
代

と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
の
異
動
は
懲
罰
的
で
あ
っ
た
。
勘
定
奉
行
は
以
後
、

番
方
中
心
か
ら
財
務
方
を
中
心
に
登
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
う
え
、

ふ
た
た
び
財
政
破
綻
が
明
白
に
な
っ
た
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
か
ら
三
年

に
か
け
て
勘
定
奉
行
は
総
交
代
し
た
か
ら
、
こ
の
問
題
が
大
き
か
っ
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。

　

水
戸
藩
の
財
政
を
み
る
と
、
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
で
三
六
万
石
余

の
う
ち
、
諸
給
分
等
三
三
万
石
余
を
除
い
た
藩
主
収
納
高
は
三
万
七
〇
〇
〇

石
余
で
、金
に
し
て
八
七
四
二
両
で
あ
っ
た
。
支
出
は
一
万
八
六
六
〇
両
で
、

九
九
一
八
両
の
赤
字
で
あ
っ
た
。
支
出
の
う
ち
二
三
〇
〇
両
が
借
金
の
利
息

で
あ
っ
た
か
ら
、す
で
に
何
万
両
も
の
借
金
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

頼
房
の
時
代
は
幕
府
か
ら
家
康
の
遺
金
一
五
万
両
、秀
忠
の
遺
銀
二
万
枚（
金

に
し
て
一
万
七
二
〇
〇
両
）
と
家
光
の
遺
金
の
下
賜
が
あ
っ
て
財
政
的
に
維

持
で
き
た
が
、「
晩
年
に
は
漸
次
逼
迫
し
は
じ
め
て
、
次
代
に
及
ん
だ
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

　

光
圀
が
襲
封
し
た
と
き
の
水
戸
藩
は
財
政
的
に
破
綻
し
、
人
事
面
で
も
硬

直
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
改
革
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
意

欲
溢
れ
る
若
き
藩
主
光
圀
と
い
え
ど
も
、
身
分
格
式
の
壁
は
厚
か
っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
の
う
え
、
慣
習
が
支
配
す
る
封
建
社
会
で
あ
る
か
ら
、
登
用
の

方
法
を
全
面
的
に
変
え
る
こ
と
は
、か
な
り
む
ず
か
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

光
圀
は
一
歩
一
歩
、
前
進
し
た
。
元
年
八
月
に
傅
で
あ
っ
た
三
人
を
老
中

に
任
命
し
た
。
二
年
九
月
に
は
役
方
の
大
幅
な
人
事
異
動
を
実
施
し
、
人
事

の
適
正
化
を
推
進
し
た
。
番
方
か
ら
の
任
用
を
減
ら
し
て
、
専
門
性
を
重
ん

じ
た
人
事
に
変
更
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
財
政
破
綻
を

も
た
ら
し
た
勘
定
方
の
あ
り
方
が
有
効
に
作
用
し
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
政

府
中
枢
へ
の
道
と
し
て
、用
人
を
小
姓
頭
か
ら
登
用
し
た
。
寛
文
二
年
九
月
、

光
圀
は
法
令
二
七
条
を
発
布
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
厳
命
し
た（
（（
（

。

士
家
婚
儀
諸
饗
宴
ノ
制
十
三
条
ヲ
命
セ
ラ
ル
。
又
頻
年
士
農
ノ
窘
窮
ヲ

察
シ
タ
マ
ヒ
、
節
倹
質
素
ノ
制
令
ヲ
執
政
ノ
臣
及
諸
物
頭
町
奉
行
郡
奉

行
ニ
命
セ
ラ
ル
。
又
士
庶
ノ
法
令
ヲ
定
メ
、
風
儀
ヲ
正
シ
、
諸
有
司
政

事
ニ
惰
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
旨
、
厳
ニ
命
セ
ラ
ル
。
ス
ヘ
テ
七
条
ナ
リ
。
其

意
甚
丁
寧
懇
切
ナ
リ
。

　

前
半
は
要
す
る
に
財
政
が
破
綻
し
た
た
め
の
、質
素
倹
約
の
奨
励
で
あ
る
。

財
政
問
題
が
い
か
に
当
時
、
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
だ

が
、
こ
こ
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
光
圀
は
「
諸
有

司
政
事
ニ
惰
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
旨
」
厳
命
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
「
甚
丁

寧
懇
切
」
に
説
い
た
の
で
あ
る
。
有
司
が
政
治
に
励
む
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
当
然
の
こ
と
を
厳
命
し
、「
丁
寧
懇
切
」
に
説
い
た
と
い
う
こ

と
は
、当
時
の
水
戸
藩
が
そ
う
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
光
圀
は
こ
の
と
き
、
そ
の
た
め
の
改
革
を
実
施
し
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
寛
文
三
年
九
月
一
五
日
の
人
事
を
実
施
し
て
藩

政
府
の
権
威
を
高
め
、
ま
た
身
辺
を
固
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
も
人
材
確
保
の
努
力
は
続
け
ら
れ
た
。
四
節
で
『
桃
源
遺
事
』
が
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伝
え
る
光
圀
の
人
選
の
方
法
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
は
否
定
的
な
見
解
を
述
べ

た
が
、
光
圀
が
人
材
を
求
め
続
け
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
光
圀
は
身
分
格

式
の
障
壁
を
少
し
づ
つ
打
ち
破
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
若
返
り
を
図
っ
た
。
そ

の
方
法
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
下
位
の
も
の
の
登
用
で
あ
る
。
老
中
で
い

え
ば
、
原
則
と
し
て
本
来
五
〇
〇
石
以
上
の
も
の
が
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、

光
圀
は
三
〇
〇
石
ま
で
下
げ
た
。

　

も
う
一
つ
は
役
方
の
重
視
で
あ
る
。
信
条
と
違
っ
て
、
藩
主
と
し
て
の
光

圀
は
役
方
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
奉
行

は
老
中
に
登
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
八
月
二
八
日

に
内
藤
政
康
四
八
歳
と
興
津
重
長
四
八
歳
を
奉
行
か
ら
登
用
し
た
こ
と
は
二

節
で
述
べ
た
。
以
後
、
老
中
の
大
半
は
奉
行
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
な
お
、
老

中
は
大
番
頭
か
書
院
番
頭
を
、
奉
行
は
馬
廻
頭
を
兼
務
し
た
が
、
元
禄
に
な

る
と
そ
れ
も
解
消
の
方
向
に
向
か
っ
た
。

　

内
藤
と
興
津
の
年
齢
は
四
八
歳
と
、二
節
で
み
た
初
期
の
奉
行
に
比
べ
て
、

格
段
に
若
返
っ
て
い
る
。
奉
行
は
用
人
か
ら
登
用
さ
れ
た
。
用
人
の
多
く
は

小
姓
頭
か
ら
登
用
す
る
よ
う
に
光
圀
は
改
め
た
。
か
く
し
て
小
姓
頭
・
用
人
・

奉
行
・
老
中
・
大
老
と
進
む
の
が
、
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
役
方
の

出
世
コ
ー
ス
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
光
圀
は
こ
の
要
と
な
っ
た
小
姓
頭
に

有
能
な
若
手
を
採
用
し
た
。

　

そ
の
実
例
を
光
圀
が
最
後
に
大
老
に
任
命
し
た
二
人（
（（
（

、
伊
藤
友
親
と
肥
田

政
大
が
大
老
に
な
る
ま
で
の
履
歴
を
み
て
確
認
し
よ
う
。

　

伊
藤
友
親
は
友
次
二
〇
〇
〇
石
の
弟
で
、
庶
子
で
あ
っ
た
。
光
圀
に
取
立

て
ら
れ
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
出
世
し
た
。

寛
文
二
年
三
月
一
五
日
二
五
歳
、
小
姓
。
同
年
九
月
六
日
、
大
小
姓
通

事
。
同
四
年
閏
五
月
一
七
日
二
七
歳
、
小
姓
頭
。
同
七
年
三
月
一
一
日

三
〇
歳
、
用
人
。
延
宝
五
年
一
二
月
四
〇
歳
、
奉
行
准
書
院
番
頭
馬
廻

頭
、
天
和
三
年
五
月
二
〇
日
四
六
歳
、
書
院
番
頭
老
中
。
貞
享
四
年
七

月
一
〇
日
五
〇
歳
、
大
番
頭
老
中
。
元
禄
六
年
六
月
一
六
日
五
六
歳
、

大
老
。

　

肥
田
政
大
は
家
老
で
、
後
に
光
圀
の
兄
頼
重
の
後
見
人
一
万
石
と
な
っ
た

肥
田
政
勝
の
孫
で
あ
る
が
、
や
は
り
庶
子
で
あ
っ
た
。
光
圀
に
取
立
て
ら
れ

て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
出
世
し
た
。

寛
文
三
年
一
二
月
一
八
日
一
六
歳
、
小
姓
。　

同
九
年
六
月
一
八
日

二
二
歳
、
御
腰
物
番
。　

延
宝
二
年
一
一
月
一
九
日
二
七
歳
、
歩
行
頭
。

同
八
年
一
二
月
二
七
日
三
三
歳
、
小
十
人
頭
。
天
和
二
年
四
月
九
日

三
五
歳
、
小
姓
頭
。
貞
享
三
年
二
月
五
日
三
九
歳
、
奉
行
馬
廻
頭
。
元

禄
元
年
七
月
晦
日
四
一
歳
、
老
中
准
書
院
番
頭
。
同
三
年
三
月
二
九
日

四
三
歳
、
書
院
番
頭
老
中
。
同
四
年
三
月
四
日
四
四
歳
、
大
番
頭
老
中
。

同
六
年
六
月
一
七
日
四
六
歳
、
大
老
。

　

庶
子
で
あ
っ
た
伊
藤
と
肥
田
は
、
光
圀
に
召
出
さ
れ
て
大
老
に
ま
で
出
世

し
た
。
有
望
だ
と
判
断
さ
れ
る
と
、
抜
擢
す
る
の
も
は
や
か
っ
た
。
肥
田
の

ご
と
き
は
用
人
を
飛
び
越
し
て
、
小
姓
頭
か
ら
奉
行
に
出
世
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
逆
も
あ
っ
た
。
典
型
的
に
は
重
臣
の
処
罰
で
あ
る
。
光
圀
は
重
臣

を
数
多
く
処
罰
し
た
大
名
で
あ
っ
た
。

　

光
圀
の
人
材
登
用
は
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
評
価
は
難
し
い
。

た
だ
、
も
し
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
藩
主
絶
対
権
を
掌
握
し
よ

う
と
し
た
光
圀
の
個
人
的
判
断
が
優
先
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
年
以
降
、
水
戸
藩
領
農
村
は
荒
廃
情
況
が
進
行

し
た
。
こ
の
解
決
の
た
め
に
光
圀
は
「
民
に
凍
餒
あ
ら
ば
、
い
ず
く
ん
ぞ

人
牧
を
用
ゐ
ん（
（1
（

」
と
い
っ
て
、
藩
主
で
あ
っ
た
最
後
の
二
年
、
元
禄
二
年

（
一
六
九
八
）と
三
年
の
検
見
を
農
民
に
任
せ
た
。こ
の
事
実
は
、藩
主
で
あ
っ

た
末
期
の
光
圀
は
藩
政
府
と
対
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時

期
、
財
政
を
考
え
な
が
ら
着
実
に
農
村
を
復
興
さ
せ
る
べ
く
元
禄
改
革
に
着

手
し
て
い
た
藩
政
府
と
、
財
政
を
考
え
ず
に
早
急
に
成
果
を
挙
げ
よ
う
と
し
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た
光
圀
と
は
、
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
光
圀
の
判
断
が
か
な
ら
ず
し
も

適
正
で
な
か
っ
た
一
例
と
い
え
る
。

注

（
1
）　
『
論
語
』
三
〇
頁
、
明
治
書
院
、
一
九
六
〇
年
。
な
お
、
よ
り
簡
略
な
表
現
は

里
仁
（
同
書
、
一
〇
〇
頁
）
に
も
あ
る
。

（
2
）　
「
義
公
行
実
」『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集
』一
二
頁
、吉
川
弘
文
館
、一
九
七
八
年
。

こ
れ
は
享
保
八
年
の
改
訂
版
で
あ
る
。
元
禄
一
四
年
版
は
同
趣
旨
で
あ
る
が
、

語
句
が
一
部
違
っ
て
い
る
。

（
3
）　

野
口
武
彦
『
徳
川
光
圀
』
一
二
六
～
一
二
七
頁
、朝
日
新
聞
社
、一
九
七
六
年
。

な
お
次
に
の
べ
る
よ
う
に
、
谷
は
母
の
兄
で
あ
り
、
ま
た
登
用
の
時
期
と
役
職

も
間
違
え
て
い
る
。

（
4
）　
『
桃
源
遺
事
』『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集
』
九
五
頁
。

（
5
）　

瀬
谷
義
彦『
水
戸
の
光
圀
』一
三
九
～
一
四
一
頁
、茨
城
新
聞
社
、一
九
八
五
年
。

な
お
瀬
谷
は
服
喪
中
に
改
め
た
点
と
し
て
、
勅
使
の
返
礼
に
自
ら
出
向
い
た
こ

と
と
、
武
家
諸
法
度
に
儒
者
が
医
陰
と
併
記
さ
れ
て
い
た
の
を
除
い
た
こ
と
と
、

笠
原
水
道
の
建
設
を
あ
げ
て
い
る
。

（
6
）　

鈴
木
暎
一『
徳
川
光
圀
』九
一
・
九
五
頁
。吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
六
年
。ま
た『
水

戸
紀
年
』『
茨
城
県
史
料
近
世
政
治
編
Ⅰ
』
四
六
四
頁
、
茨
城
県
、
一
九
七
〇
年
。

な
お
、
こ
の
『
水
戸
紀
年
』
の
記
事
は
、
注
2
に
引
用
し
た
「
義
公
行
実
」
の

文
に
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
谷
の
職
は
間
違
っ

て
い
る
。

（
7
）　

拙
稿
「
徳
川
光
圀
の
藤
井
紋
太
夫
誅
殺
一
件
」（『
東
京
家
政
学
院
筑
波
短
期

大
学
紀
要
』
第
4
集
第
1
分
冊
所
収
、
一
九
九
四
年
）。
後
に
拙
著
『
水
戸
光
圀

の
時
代
―
水
戸
学
の
源
流
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
「
光
圀
と
藩
政
―

藤
井
紋
太
夫
誅
殺
を
め
ぐ
っ
て
」
と
改
題
し
て
所
収
。

（
8
）　
『
水
府
系
纂
』、
彰
考
館
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴
史
館
写
真
版
。

（
9
）　

前
掲
拙
著
、
九
四
頁
。
な
お
本
稿
は
こ
の
論
文
の
補
論
と
も
い
う
べ
き
も
の

な
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
く
点
は
煩
雑
に
な
る
の
で
、
以
下
は
注
記
を
省
略
し
た
。

あ
わ
せ
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
が
本
稿
を
研
究
ノ
ー

ト
に
と
ど
め
た
理
由
で
あ
る
。

（
10
）　

以
下
、『
水
府
系
纂
』
が
出
典
の
場
合
は
注
記
を
省
略
す
る
。

（
11
）　
「
水
戸
藩
慶
応
年
間
迄
の
諸
役
順
書
」『
水
戸
見
聞
実
記
』
前
付
、『
水
戸
見
聞

実
記
水
戸
藩
末
史
料
』
所
収
、
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
七
年
。
こ
の
順
書
に
は

誤
り
や
誤
植
が
あ
る
。
ま
た
役
職
の
変
遷
が
あ
り
、
光
圀
の
時
代
と
違
っ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
五
段
階
の
格
付
の
な
か
で
同
一
の
格
付
内

で
の
出
世
は
登
用
と
表
現
し
、
上
の
格
付
へ
の
出
世
は
昇
進
と
表
現
し
、
異
動

し
た
役
職
間
の
上
下
関
係
が
不
明
な
場
合
と
同
じ
格
付
内
で
の
降
格
の
場
合
は

転
任
と
表
現
し
た
。
ま
た
処
罰
的
な
降
格
は
左
遷
な
ど
と
表
現
し
た
。

（
12
）　

水
戸
藩
の
奉
行
は
寛
延
三
年
に
若
年
寄
と
改
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
般
の
奉

行
と
違
っ
て
、
藩
政
府
と
諸
役
所
を
結
び
つ
け
る
役
職
で
あ
っ
た
。

（
13
）　

こ
の
准
を
説
明
し
た
史
料
は
管
見
の
か
ぎ
り
、
み
あ
た
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

谷
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
寛
文
三
年
九
月
一
五
日
に
城
代
格
寄
合
頭
准
家
老

に
な
っ
た
。
一
般
の
大
名
家
と
同
様
に
水
戸
藩
で
も
、
役
職
の
格
付
は
元
来
の

軍
事
編
成
の
も
の
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
城
代
と
か
大
番
頭
と
か
も
と

も
と
あ
っ
た
役
職
な
ら
ば
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
役
方
と
か
番
方
で
も
新
設
の

役
職
は
城
代
格
と
か
大
番
頭
上
座
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ

の
表
現
で
は
優
遇
が
十
分
に
表
現
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
、
准
が
使
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
水
戸
藩
の
役
職
の
第
一
は
家
老
、
第
二
は
城
代
で
あ
る
。
そ
れ
以

前
の
谷
は
准
大
番
頭
で
あ
っ
た
。
大
番
組
は
組
数
が
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
本

来
名
誉
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
役
職
の
異
動
を
み
て
い

く
と
、
准
に
任
じ
ら
れ
た
も
の
の
補
充
を
し
て
い
る
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ

の
場
合
、
そ
の
職
務
を
補
助
的
に
担
当
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
二
様
に
使

用
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
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（
14
）　
（
11
）
の
史
料
に
よ
っ
て
水
戸
藩
士
は
役
職
か
ら
五
段
階
に
格
付
さ
れ
る
こ
と

を
示
し
た
が
、
こ
れ
と
違
っ
て
、
水
戸
藩
に
お
い
て
上
士
・
中
士
・
下
士
と
分

類
す
る
場
合
、
当
時
は
次
の
基
準
が
よ
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
上
士
と
は
老

中
に
な
れ
る
書
院
番
頭
以
上
の
、
禄
高
で
は
五
〇
〇
石
以
上
の
も
の
、
中
士
と

は
郡
奉
行
に
な
れ
る
一
〇
〇
石
以
上
の
も
の
、
下
士
と
は
一
〇
〇
石
未
満
の
も

の
で
あ
る
。

（
15
）　

取
次
役
は
分
析
し
な
か
っ
た
が
、
数
名
在
任
し
て
い
た
。「
格
式
用
人
ノ
上
」

（
二
巻
、
朝
比
奈
泰
道
の
項
）
で
あ
る
。
職
務
を
明
記
し
た
史
料
を
み
た
こ
と
は

な
い
が
、
奉
行
の
下
役
で
あ
ろ
う
か
。

（
16
）　

水
戸
藩
士
の
年
齢
は
『
水
府
系
纂
』
に
死
亡
時
の
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
判
明
す
る
が
、な
か
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。と
く
に
初
期
に
多
い
。

三
野
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
明
暦
年
中
に
家
督
を
し
、

延
宝
四
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
三
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
17
）　

酒
井
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
寛
永
三
年
に
家
督
を

し
、
寛
文
三
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
五
〇
歳
を
超
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
18
）　

川
又
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
寛
永
年
中
に
取
立
て

ら
れ
、
延
宝
四
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
五
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）　

水
戸
藩
の
代
官
は
農
政
一
般
を
扱
う
郡
奉
行
と
違
っ
て
、
蔵
入
地
の
年
貢
収

納
に
あ
た
っ
た
役
職
で
あ
る
。

（
20
）　

大
森
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
元
和
年
中
か
ら
出
仕

し
て
、
同
年
中
に
家
督
を
し
、
寛
文
四
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
六
〇
歳
に
は
な
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
21
）　

福
原
は
慶
安
四
年
六
月
に
進
物
番
頭
に
任
命
さ
れ
た
が
、
万
治
二
年
三
月

二
二
日
に
病
気
の
た
め
に
辞
職
し
た
。

（
22
）　

石
野
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
慶
長
一
九
年
に
奉
仕

し
、
寛
文
一
一
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
六
〇
歳
に
近
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

（
23
）　

佐
野
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
寛
永
年
中
に
取
立
て

ら
れ
、
延
宝
四
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
五
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
24
）　

高
岡
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
正
保
年
中
に
禿
と
な

り
、
元
禄
三
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
三
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）　

真
木
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
寛
永
年
中
に
奉
仕
し
、

寛
文
九
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
五
〇
歳
は
超
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
26
）　

望
月
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
元
和
四
年
に
取
立
て

ら
れ
、
寛
文
三
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
六
〇
歳
は
超
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
27
）　

駒
井
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
長
束
正
家
に
仕
え
た

後
、
寛
永
年
中
に
奉
仕
し
、
寛
文
九
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
六
〇
歳
は
超
え
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
28
）　

蘆
沢
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
元
和
元
年
に
取
立
て

ら
れ
て
、
寛
文
三
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
六
〇
歳
は
超
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
29
）　

望
月
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
元
和
年
中
に
家
督
を

し
、
寛
文
三
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
六
〇
歳
に
は
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
30
）　

望
月
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
寛
永
一
三
年
以
前
に

養
祖
父
の
家
督
を
し
、
寛
文
一
一
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
五
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

（
31
）　

山
内
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
明
暦
年
中
に
奉
仕
し
、

元
禄
八
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
四
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
32
）　

近
藤
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
元
和
年
中
に
奉
仕
し
、

寛
文
四
年
に
死
亡
し
た
か
ら
、
六
〇
歳
は
超
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。　

（
33
）　

若
菜
の
死
亡
時
の
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
は
寛
永
年
中
に
奉
仕
し
、

寛
文
三
年
九
月
一
五
日
に
老
衰
の
た
め
に
寄
合
組
と
な
り
、
翌
年
に
死
亡
し
た

か
ら
、
六
〇
歳
は
超
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
若
菜
も
九
月
十
五
日
の

人
事
の
一
環
で
あ
る
が
、
老
衰
に
よ
る
寄
合
組
へ
の
異
動
で
あ
る
か
ら
数
え
な

か
っ
た
。

─ 141 ─



筑波学院大学紀要 9 2014

（17）

（
34
）　
『
桃
源
遺
事
』、
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。

（
35
）　
（
2
）
と
同
じ
。

（
36
）　
（
11
）
と
同
じ
。

（
37
）　
『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈠
、
二
七
四
～
二
八
〇
頁
。
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
八
年
。

な
お
、
引
用
は
二
七
九
頁
。

（
38
）　
『
水
戸
紀
年
』、
前
掲
書
、
四
六
三
頁
。
な
お
、
こ
の
法
令
二
七
条
な
ど
は
管

見
の
か
ぎ
り
、
み
あ
た
ら
な
い
。

（
39
）　

も
う
一
人
藤
井
紋
太
夫
が
い
る
が
、
彼
は
光
圀
に
誅
殺
さ
れ
た
た
め
に
『
水

府
系
纂
』
に
載
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
詳
細
な
履
歴
は
不
明
な
の
で
省
略

し
た
。

（
40
）　
「
義
公
行
実
」、
前
掲
書
、
六
・
一
五
頁
。
な
お
元
禄
版
で
は
検
見
を
農
民
に
任

せ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
41
）　

拙
著
『
水
戸
光
圀
の
時
代
』、
第
一
章
「
治
政
と
実
像
」
を
参
照
。
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